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補助金の見直しについて 

 

１ 補助金の意義 

 補助は、特定の事務・事業等を育成・助長する上で公益上必要があると認めた場合

に、これらを行う者に対し、相当の反対給付を求めることなく、金銭的給付を行うも

のである。 

このような趣旨で交付される金銭については、補助金のほか、交付金、助成金、

補給金などの名称が用いられている。 

 

２ 補助金の態様 

(1) 直接補助と間接補助 

  直接補助は、補助金等を補助事業を行う者に直接交付するもので、通常は、この

直接補助の方式がとられる。 

間接補助は、中間機関を通じて、補助事業を行う者に間接的に交付されるもので、

例えば、国・県から市を通じて私人に対して一定の補助を行うというものである。 

(2) 定額補助と定率補助 

  定額補助は、補助金額が定額によって定まっているものである。 

定率補助は、補助金額が補助事業の費用等に対し一定の率を乗じたもので算出さ

れるものであり、通常は、この定率補助の方式がとられる。 

(3) 特定補助と一般補助 

  特定補助は、特定の事業に対するものとしてその使途・目的が決まっているもの

で、通常は、この特定補助の方式がとられる。 

一般補助は、補助対象者の一般的な財源不足のために行われる補助であるが、公

共的団体の存立目的に対する一般的な助成や赤字補てんなど限定的に行われるも

のである。 
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３ 補助金の交付根拠 

 補助金は、市民等から徴収された税金その他の貴重な財源を基に支出されるもので

あるため、その交付根拠が地方自治法第２３２条の２に規定されている。 

地方自治法第２３２条の２においては、「普通地方公共団体は、その公益上必要

がある場合においては、寄附又は補助をすることができる。」と規定しているが、

「公益上必要がある」か否かは、当該団体の長及び議会が個々の事例に即して認定す

るものとなっている。しかし、「公益上必要がある」か否かの判断は、全くの自由裁

量行為はないため、客観的に公益上必要であると認められるものでなければならない。 

 また、補助金の支出については、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律

に準じて「補助金等の交付手続等に関する規則」や要綱などによりその手続を定めて

いるのが通常である。 

 

４ 補助金交付手続の流れ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

申請者 富士見市 

補助金交付申請書の提出 補助金交付申請書の収受 

補助金の交付（不交付）決定 

補助金の交付（不交付）決定
通知書の送付 

補助金の交付（不交付）決定
通知書の収受 

補助事業の実施 

実績報告書の提出 実績報告書の収受 

補助金の交付額の確定 

補助金交付確定通知書の送付 補助金交付確定通知書の収受 



3 

５ 過去の補助金見直し 

(1) 平成１０年度 

  庁内検討委員会を設置し、補助金見直し基準（廃止・縮小・統合、補助率の再設

定等）の策定及び補助金の見直しを行った。 

   結果 廃止１７件、縮小１３件 ６，４２１千円の削減 

 (2) 平成１１年度 

  庁内検討委員会を設置し、補助金の対象経費・対象外経費に関する考え方の作成

及び補助金の見直しを行った。 

   結果 廃止１０件、縮小１３件 ３，６５２千円の削減 

 (3) 平成１３年度 

  財政課が、予算編成時に補助金の使途と効果を確認し、補助金の見直しを行った。 

   結果 廃止６件、縮小１０件 ５４３千円の削減 

 参考 平成１７・１８年度 

    財政課が、予算編成で一律２０％の削減を行った。 

   結果 平成１７年度 ２０１，０４２千円の削減 

      平成１８年度  ５８，１２７千円の削減 

 

６ 過去の見直しによる課題 

 庁内検討委員会又は財政課が主体となって補助金の見直しを行ったが、慣例的に補

助金が交付されることによる既得権化や使途の適正などについて課題がある。 

 

７ 補助金の現状（別添調査表参照） 

 平成２１年度の補助金件数は１３４件で、予算総額は７０６，３２２千円となって

いる。 

 (1) 性質別分類 

  団体運営費補助、扶助的補助、事業費補助の占める割合が大きく、３つで全体の

９６％を占めている。 

  １件当たりの予算額では、扶助的補助、事業費補助、団体運営補助の順に予算額

が大きく、全体で６７７，７６６千円である。 
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 (2) 部門別分類 

  健康福祉部、教育委員会の占める割合が大きく、２つで全体の８６．２％を占め

ている。 

  １件当たりの予算額では、教育委員会、健康福祉部の順に予算額が大きく、全体

で６０８，４６８千円である。 

 (3) 補助の根拠別分類 

  市単独補助、法令等補助の占める割合が大きく、２つで全体の８０．２％を占め

ている。 

  １件当たりの予算額では、協定等補助、法令等補助の順に予算額が大きく、全体

で３８４，４２９千円である。 

 (4) 補助率別分類 

  「1/2 以上 2/3 未満」、「1/1」、「その他（定額等）」の占める割合が大きく、

３つで全体の７５．７％を占めている。 

  １件当たりの予算額では、「1/2 以上 2/3 未満」、「1/4 以上 1/2 未満」、

「1/1」の順に予算額が大きく、全体で５００，３９２千円である。 

 (5) 経過年数別分類 

  「２０年以上」の占める割合が大きく、全体の６０．９％を占めている。 

 

８ 現状分析と課題 

 (1) 既存補助団体の既得権化 

  ２０年以上継続している補助金が多いため、既存の補助団体に既得権が生じて

いるおそれがある。 

 (2) 補助対象事業の硬直化 

  補助金の長期化により、補助内容の硬直化が起こっている。 

 (3) 新規の補助事業を制度化されにくい環境 

  予算の制約を受けるため、新規の補助事業が制度化されにくい環境がある。 

 (4) 補助交付基準等の見直し等 

  公平性の観点から、同じ性質の補助事業で補助率が大きく異なるなどの状況があ

るため、補助金交付基準の見直しと適正な評価が必要である。 

  また、市民等から徴収された税金その他の貴重な財源を基に支出されるものであ
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る以上、１／２以上の補助率については、見直しが必要である。 

 (5) 時代に合った補助制度の見直し 

  例えば、利子補給のように金利の高かった時代には有意義であった補助制度も、

今の低金利の時代にあってはその意義が薄れているものもあるので、時代に合っ

た補助制度であるか否かの検証が必要である。 

 

９ 民と官の連携による公共サービス改革検討委員会による見直し（事務局案） 

 (1) 委員会の役割 

  市の補助金をいったんすべて白紙に戻し、その上で補助を希望する団体等（個人

に対するものについては、所管課）を公募し、補助金交付の適格性を決定する。 

  また、より公益性・公平性・透明性の高い補助制度を構築（交付基準案及び評価

基準案の策定を含む。）するための方策を検討する。 

 (2) 所掌事項及びスケジュール 

   平成２１年度 補助金の現状・課題の整理、補助金交付基準の作成、補助金評

価・審査基準の作成 

   平成２２年度 補助金の評価・審査、その他補助制度の改善に関する事項 

 (3) 見直し対象・対象外補助金 

  おおむね次の表のとおり取り扱うこととする。 

見直し対象 見直し対象外 

・市が政策的に制度化した単独の補

助金 

・上位法に基づく補助金の上乗せ、

横出し補助金 

・上位法に基づく市の負担割合に相

当する部分の補助金 

・近隣他市町との協定等に基づき定

められている補助金 
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 (4) 今後のスケジュール 

  ６月 18 日 ●第３回会議 

        ・補助金見直しについて 

        →補助金等の現状把握（分析） 

        →補助金のあるべき姿、課題等の整理 

        →今後の方向性について 

  ７月 30 日 ●第４回会議 

        ・補助金見直しについて 

        →見直しの方法決定 

        →補助金交付基準の検討 

  ８月下旬 ●第５回会議 

        ・事業仕分けについて 

        →事業仕分け結果の検証等 

  ９月下旬 ●第６回会議 

        ・補助金見直しについて 

        →補助金交付基準（案）の報告 

        →評価、審査基準の検討・（案）作成 

  10 月下旬 ●第７回会議 

        ・中間提言調整（まとめ） 

        ・平成２２年度スケジュールの確認 

  11 月下旬 ●第８回会議 

        ・中間提言報告 


